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地域脱炭素移行・再エネ推進事業計画（重点対策加速化事業） 
 
基本情報 
地方公共団体名 和歌山県 
事業計画名 『脱炭素先進県わかやま』に向けた重点対策加速化事業 

事業計画の期間 令和６年度～令和１０年度 

 
 
１． 2030年までに目指す地域脱炭素の姿                             
（１）目指す地域脱炭素の姿 
 
 本県における 2020年度の温室効果ガス排出量は 13,319千 t-CO2であり、基準年である 2013年度
の排出量と比較すると、5,979千 t-CO2（約 31.0％）減少している。 
 県内の部門別温室効果ガス排出量構成比は、産業部門が最も高く、全体の 65.1%を占めている。こ
れは、国の割合と比べると約 2.1倍である。次いで運輸部門が 12.1%、家庭部門が 6.5%、工業プロセ
ス部門が 3.7%の順となっている。 
 2013年度を基準として各部門の状況を概観すると、エネルギー転換部門や産業部門などのエネル
ギー起源 CO2や工場プロセス部門の非エネルギー起源 CO2の排出量は減少し、廃棄物部門の非エネル
ギー起源 CO2やその他 6ガスの排出量は増加している。 
2021年 3月に策定した第 5次和歌山県環境基本計画において、温室効果ガスを 2030年度に、2013

年度比で 30％削減する目標を設定し取組を進めてきたが、2020年度の温室効果ガス排出量が、2013
年度比で 31％削減を達成したことから、新たな温室効果ガス削減目標(46％削減)を設定した。 
目標達成の主な要因は、産業部門において、日本製鉄の高炉 1基が休止になったことによるもので

あり、鉄鋼を除く産業部門では逆に 1.2％増加している。更に、家庭部門における減少は電力係数の
変更によるものであり、産業部門においても家庭部門においても取組が進んでいるとは言えない。 
また、県内に脱炭素先行地域に選定された市町村はなく、地方公共団体実行計画の策定状況やカー

ボンニュートラル宣言の状況(下表参照)が示すように、県内市町村における脱炭素の取組も低調であ
る。 
令和５年度に県内の市町村を訪問し、脱炭素を推進する上での課題等を踏まえた状況の聞き取りを

行った。脱炭素化の取組が必要であるという認識はあるが、何に取り組めばよいかなど取組方法がわ
からない、人員不足で取り組みが進まない等の様々な課題があり、各々の市町村が現時点で取組を主
体的に実施することは容易ではなく、県がそれぞれの状況に応じた支援を実施していくことが必須で
ある。 

 
  
 
 
 
 
 
 

 
 

県として、2030年における目標(▲46％)を達成し、更には 2050年カーボンニュートラル実現に向
けて、市町村の取組を強力に支援し、取組の進んでいない産業部門や消費ベースで排出量の 60％を
占める家庭部門において取組を重点的に実施していく。 
 取組の実施に当たり以下の３つを和歌山県脱炭素化の取組の３本柱として、強力に推進していく。 

①各部門の脱炭素化を強力に推進  
(県が実施する全ての事業について、脱炭素の観点を踏まえ事業の実施を推進) 

②地域の実情に応じた脱炭素化の推進 
 (市町村を訪問し、脱炭素にかかる市町村の取組のレベルに応じ、課題の発掘から対策の実施

まで伴走支援(オーダーメイド型支援)を実施) 
③県民一人ひとりの行動変容の促進  
(あらゆる機会をとらえて、県民に対し周知啓発を行い、意識変革、行動変容を促進) 

令和６年２月現在 
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（２）改正温対法に基づく地方公共団体実行計画の策定又は改定 

 
次回の計画の改定にあたっては、国実行計画を上回る改定を検討していく。 

 

【事務事業編・区域施策編】 

改定スケジュール：Ｒ６年４月に庁内連絡会議において計画改定について庁内周知、検討開始 

         Ｒ６年６月に庁内に向け作業依頼 

         Ｒ６年９月に改定案(事務局案)の完成・庁内向け意見照会 

Ｒ６年１２月に改定案の作成完了 

Ｒ７年１月にパブコメ、市町村への意見照会の実施 

Ｒ７年３月改定 

※改定はＲ６年度であるが、改定に向け以下の取組を開始している。 

＜異なる目標水準の設定をしている部門について＞ 

 ＜各部門における削減取組について＞ 

部門 取組・目標 

  

（３）地方公共団体実行計画における位置付け  

 次期地方公共団体実行計画において、重点対策加速化事業の取組について中心的な事業として明記
する予定 

改正温対法に基づく地方公共団体実行計画の策定又は改定状況等 

 状況 改定時期 

事務 

事業編 

 改正温対法に基づく改定済          

● 改定中                  令和７年３月 

 

区域 

施策編 

 改正温対法に基づく策定・改定済  

● 改定中 令和７年３月 

 

個別措置 取組・目標 

太陽光発電設備を設置 

県有施設に太陽光発電設備の設置に向け、150施設に対し、

導入ポテンシャル調査を実施済 

設置が可能と見込まれる 40施設のうち、25施設については 

令和６年度から重点対策加速化事業交付金を活用し設置予定 

公共施設の省エネルギー対

策の徹底 

施設の新設、改修時のＺＥＢ化について国の同水準の方針の

策定に向け検討を開始 

電動車の導入 

公用車電動車導入計画を策定し、国と同様の方針を策定済 

(代替できる電動車がない場合を除き、2023年度以降全て電

動車とし、使用する公用車全体で 2030年度までに 50％、

2040年度までに 100％の電動車を目指す。なお、更新時期を

迎えた公用車から順次、電動車に移行する。) 

LED照明の導入 
LED照明や高効率給湯器等の導入について国と同水準の方針

策定にむけ、検討を開始 

再エネ電力調達の推進 国と同水準の再生可能エネルギー調達に向けて、検討を開始 
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２． 重点対策加速化事業の取組  
（１）事業の規模・内容・効率性 
 

規模・内容・効率性 
①温室効果ガス排出量の削減目標 
（トン-CO2削減/年） 

4,919トン-CO2削減／年 

②再生可能エネルギー導入目標（kW） 6,475kW 
（内訳）  
 ・太陽光発電設備 6,475W  
 ・風力発電設備   0W 
 ・中小水力発電設備 0W 
 ・バイオマス発電設備     0W 
③事業費（千円） 
（うち交付対象事業費） 

2,146,781千円 

（うち交付対象事業費 2,146,781千円） 
④交付限度額（千円） 
（内訳） 
 

1,134,401千円 

直接事業 334,961千円 

間接事業 799,440千円 

⑤交付金の費用効率性（千円／トン-
CO2）（交付対象事業費を累積の温室効果
ガス排出量の削減目標で除す） 

27.21 千円／トン‐ＣＯ2 

 
＜申請事業＞   
ア 屋根置きなど自家消費型の太陽光発電 実施する 

年度 事業概要 
事業量 交付限

度額 
(千円) 

数量 容量 

令和 6年度 

事業所向け太陽光発電設備の導入補助 ３件 150kW 7,500 
事業所向け蓄電池の導入補助 ３件 180kWh 9,600 
住宅向け太陽光発電設備の導入補助 120件 600kW 42,000 
住宅向け蓄電池の導入補助 120件 720kWh 33,840 
県有施設への自家消費型太陽光発電設備の
導入 

５件 225kW 45,000 

県有施設への蓄電池の導入 ５件 150kWh 16,000 

令和 7年度 

事業所向け太陽光発電設備の導入補助 ３件 150kW 7,500 
事業所向け蓄電池の導入補助 ３件 180kWh 9,600 
住宅向け太陽光発電設備の導入補助 200件 1,000kW 70,000 
住宅向け蓄電池の導入補助 200件 1,200kWh 56,400 
県有施設への自家消費型太陽光発電設備の
導入 

５件 225kW 45,000 

県有施設への蓄電池の導入 ５件 150kWh 16,000 

令和 8年度 

事業所向け太陽光発電設備の導入補助 ３件 150kW 7,500 
事業所向け蓄電池の導入補助 ３件 180kWh 9,600 
住宅向け太陽光発電設備の導入補助 200件 1,000kW 70,000 
住宅向け蓄電池の導入補助 200件 1,200kWh 56,400 
県有施設への自家消費型太陽光発電設備の
導入 

５件 225kW 45,000 

県有施設への蓄電池の導入 ５件 150kWh 16,000 

令和 9年度 

事業所向け太陽光発電設備の導入補助 ３件 150kW 7,500 
事業所向け蓄電池の導入補助 ３件 180kWh 9,600 
住宅向け太陽光発電設備の導入補助 200件 1,000kW 70,000 
住宅向け蓄電池の導入補助 200件 1,200kWh 56,400 
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県有施設への自家消費型太陽光発電設備の
導入 

５件 225kW 45,000 

県有施設への蓄電池の導入 ５件 150kWh 16,000 

令和 10年
度 

事業所向け太陽光発電設備の導入補助 ３件 150kW 7,500 
事業所向け蓄電池の導入補助 ３件 180kWh 9,600 
住宅向け太陽光発電設備の導入補助 200件 1,000kW 70,000 
住宅向け蓄電池の導入補助 200件 1,200kWh 56,400 
県有施設への自家消費型太陽光発電設備の
導入 

５件 225kW 45,000 

県有施設への蓄電池の導入 ５件 150kWh 16,000 

合計 

事業所向け太陽光発電設備の導入補助 15件 750kW 37,500 
事業所向け蓄電池の導入補助 15件 900kWh 48,000 
住宅向け太陽光発電設備の導入補助 920件 4,600kW 322,000 
住宅向け蓄電池の導入補助 920件 5,520kWh 259,440 
県有施設への自家消費型太陽光発電設備の
導入 

25件 1,125kW 225,000 

県有施設への蓄電池の導入 25件 750kWh 80,000 
 

イ 地域共生・地域裨益型再エネの立地 実施しない 

年度 事業概要 
事業量 交付限

度額 
(千円) 

数量 容量 

令和 6年度     
令和 7年度     

合計 
    
    

 
ウ 業務ビル等における徹底した省エネと改修時等の ZEB 

化誘導 
実施する 

年度 事業概要 事業量（数量） 
交付限
度額 
(千円) 

令和 6年度 
業務用高効率空調機器の導入補助 ２件 12,000 
業務用高効率照明機器の導入補助 ２件 6,000 
業務用高効率給湯機器の導入補助 ２件 5,000 

令和 7年度 
業務用高効率空調機器の導入補助 ３件 18,000 
業務用高効率照明機器の導入補助 ３件 9,000 
業務用高効率給湯機器の導入補助 ３件 7,500 

令和 8年度 
業務用高効率空調機器の導入補助 ３件 18,000 
業務用高効率照明機器の導入補助 ３件 9,000 
業務用高効率給湯機器の導入補助 ３件 7,500 

令和 9年度 
業務用高効率空調機器の導入補助 ０件 0 
業務用高効率照明機器の導入補助 ０件 0 
業務用高効率給湯機器の導入補助 ０件 0 

 
令和 10年度 

業務用高効率空調機器の導入補助 ０件 0 
業務用高効率照明機器の導入補助 ０件 0 
業務用高効率給湯機器の導入補助 ０件 0 

 
合計 

業務用高効率空調機器の導入補助 ８件 48,000 
業務用高効率照明機器の導入補助 ８件 24,000 
業務用高効率給湯機器の導入補助 ８件 20,000 

 
 



                                

 5 

エ 住宅・建築物の省エネ性能等の向上 実施する 

年度 事業概要 事業量（数量） 
交付限
度額 
(千円) 

令和 6年度 住宅向けコージェネレーションシステム導入補助 １５件 4,500 
令和 7年度 住宅向けコージェネレーションシステム導入補助 ３０件 9,000 
令和 8年度 住宅向けコージェネレーションシステム導入補助 ３０件 9,000 
令和 9年度 住宅向けコージェネレーションシステム導入補助 ３０件 9,000 
令和 10年度 住宅向けコージェネレーションシステム導入補助 ３０件 9,000 

合計 住宅向けコージェネレーションシステム導入補助 １３５件 40,500 
 

オ ゼロカーボン・ドライブ 実施しない 

年度 事業概要 事業量（数量） 
交付限
度額 
(千円) 

令和 6年度    
合計    

 
＜国の交付率等より低い交付率等で実施する場合、協調補助を実施する場合＞ 
事業番号 

 

事業概要 

 
地域脱炭素移行・再エ

ネ推進交付金実施要領 

別紙２で計算された交

付限度額（千円） 

地方公共団体から間接事業者への補助額 

交付限度額（千円） 協調補助額（千円） 

 

     

事業量（数量） 

  

 
（２）事業実施における創意工夫 
 ・重点対策加速化事業を契機として太陽光発電設備等の普及拡大を図ることを目的とし、太陽

光発電設備等の購入を希望する住民を募集し、一括発注することでスケールメリットを活か
した価格低減を促す共同購入事業を実施する。(交付金終了後も継続予定) 

 
・中小企業の主要な取引先である地方金融機関等(連携協定締結済)と連携し中小企業の脱炭素
経営(「知る」→「測る」→「減らす」)について、セミナー開催、排出量の見える化、計画
策定、実施までを一気通貫で伴走支援し、成功事例をモデルケースとして、横展開を図る。 

 
 ・県内におけるＰＰＡ事業者を発掘・育成するため、県が率先してＰＰＡ方式により、県有施

設への太陽光発電設備等の導入を行う。得られたノウハウ等を県やＰＰＡ事業者が市町村担
当者会議や市町村訪問を通じて市町村に伝達し、市町村がＰＰＡ方式により、事業を実施す
ることで、さらなる事業者の育成を図る。 

 
・再生可能エネルギー導入を県内に波及させるため、工事実施主体となる工務店や建築業界団
体に対し、再エネの必要性・経済性等の説明会の受講等を事業参加の必須要件とし、事業者
や業界団体から補助対象者となる住民等に対し、脱炭素の必要性や経済性等のＰＲ役を担っ
てもらい、事業者や業界団体のセールスを行う際に県内に幅広く再エネの効果を啓発する。 

 
・県内市町村と調整を行い、既に重点対策加速化事業を実施している市町村を除く全ての市町
村の住民を対象とした補助制度を構築、ノウハウを蓄積後、市町村に対して補助要綱の作成
支援やノウハウ提供を通じ、市町村を通じた補助事業へと移行することにより、各市町村に
おける脱炭素の基盤構築につなげる。 

 
・脱炭素の趣旨や経済性に関する理解を促進し、行動変容を働きかけるため、住民及び事業者
への導入支援にあたり、脱炭素講座を実施し、今後の行動変容や周囲への波及効果を図る。 



                                

 6 

 
（３）地域課題の解決・地域特性の活用  

地域課題 

地域課題の概要 
①孤立集落発生を見据えた防災対策 

②産業部門（中小企業）の脱炭素推進 

①孤立集落発生を見据えた防災対策 
今後 30年以内に発生する確率が 70～80％とされている南海トラフ巨大地震について、平

成 26年に和歌山県が行った想定によると、県内で約９万人の死者が発生し、道路施設や電
力、水道などのライフラインに甚大な被害が発生するとされている。また、本年１月に能登
半島地震が発生した石川県と同様、半島を有しており、交通網がぜい弱で、集落が海や山に
囲まれるなど多くの孤立集落の発生が見込まれる。(※県内３０市町村のうち、２９市町村５
６４箇所が孤立集落となり得る。) また、県内全域で地震や津波の被害が発生するなど石川
県よりも広範囲での対策が必要となる。更に、高齢人口比率は、令和５年１月１日現在で
33.3％と高く、支援を要する者が多く発生する可能性がある。   
電力においては、発災直後に全県で停電が発生し４日後でも約３割で停電が継続するが、

石川県の例を見ても、地理的条件や交通網被害から復旧が遅れる恐れがあり、多くの孤立集
落が発生する本県では、外からの助けによることなく電力を確保する仕組みが必要となる。 
 
②産業部門（中小企業）の脱炭素推進 
本県における温室効果ガスの排出量の 65.1％は産業部門から排出されている。 

 本県の産業構造は、基礎素材型（鉄鋼、石油など）の製造出荷割合が高い一方、機械金属・

染料など地場産業(24業種)は、事業所数、従業者数で大きな割合を占める。 

それら、県内企業のうち中小企業の占める割合は 99.9％と非常に高く、なかでも常用雇用

者 20人以下（卸・小売、飲食、サービス業は 5人以下）の小規模企業の占める割合が 87.9％

と全国で 5番目に高い状況にある。 

産業部門の動きとしては、エネオス和歌山製油所撤退の一方、新たな取組として持続可能な

航空燃料(ＳＡＦ)の製造拠点とすべく事業化調査が行われている。ＳＡＦは世界的に需要拡大

が見込まれる将来性の高い事業であり、和歌山県が国内の一大拠点となることが期待される。 

また、花王は和歌山工場内にＣＣＵＳ技術開発拠点の整備を検討しておりカーボンニュート

ラルに向けた技術実験など産学官連携の場として期待される。このように、地域資源を利活用

し、新たな成長の芽としてサーキュラーエコノミー型の産業を生み出す素地ができつつある。 

しかしながら、中小企業においては、脱炭素経営の必要性は理解しているものの計画の策定

や取組の実施に至っていない企業や脱炭素経営の必要性について理解していない小規模企業

が多数存在している。 

現状、本県における産業部門の温室効果ガスの排出量の削減は大企業によるものであり、中

小企業における削減は進んでいない。企業においては、自社の脱炭素だけでなく原材料製造時

や製品使用時等も含めたサプライチェーン全体で脱炭素を進める動きが近年広がっており、こ

のまま中小企業の脱炭素経営が進まなければ、その動きに取り残され、産業の衰退が進む恐れ

もある。 

地域特性を活かした再生可能エネルギーの導入 

①巨大地震により県内全域で甚大な被害が想定される和歌山県において、防災対策は地域共通

の課題であるため、重点対策加速化事業を契機とし、全県的に住民へ太陽光発電設備や蓄電池

を広げることで、全県域での再生可能エネルギーの導入を促進する。 

長い日照時間を活かし、太陽光発電設備等の導入を推進する。 

また、縦に長く南北で状況が異なるという県の特性を活用し、太陽光発電のみならず、小水

力発電等地域の実情に合った他の再生可能エネルギーの導入を推進する。 

 

②産業界におけるカーボンニュートラル実現に向けた流れの中で、サプライチェーン全体で脱

炭素を進める企業の参入が想定される。県内中小企業が、この流れについていくためには企業

自らの脱炭素の取組が必須であり、県下全域において太陽光発電設備等の導入を推進する。 
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重点対策加速化事業の取組による地域課題解決について 

①災害時の拠点等県有施設への太陽光発電設備・蓄電池の導入、住民に対する導入支援によ
り停電時にも電力を使用することができ災害レジリエンスを高めることができる。 
・県が事業を実施することで得られた事業実施にあたってのノウハウやレジリエンス向上効
果等を県内市町村に市町村担当者会議の伝達や市町村訪問時に首長等に対し訴えかけること
により、市町村での避難所への太陽光発電設備や蓄電池等の設置が図られることによる再エ
ネの導入、災害レジリエンスの向上を進める。(本県単独事業であるわかやま防災力パワーア
ップ補助金を活用し、避難所等への蓄電池等の設置を働きかける。) 
 
②中小企業の主要な取引先である地方金融機関等と連携し、中小企業の脱炭素経営(「知る」
→「測る」→「減らす」)について、全体に向けたセミナー開催や、各々の企業にする排出量
の見える化、計画策定、取組の実施までを一気通貫で伴走支援する。企業とともに課題に取
り組み、成功事例を創出する。その成功事例をモデルケースとして、横展開を図る。 
 
①②共通 
・本事業の実施を契機として、地域への再生可能エネルギー導入の機運を醸成する。 
・災害が発生した際の孤立集落の発生、電力等の課題・産業部門（特に中小企業）、家庭部門
の脱炭素化は、本県に全域に共通するものであるため、重点対策加速化事業の波及効果は、
県内全域に及ぶ。 
・本県が実施する重点対策加速化事業の取組は、①災害レジリエンスの向上、②産業部門(中
小企業)の脱炭素化推進という課題を企業や市町村に対する首尾一貫した伴走支援の実施する
ことで、同時に解決するモデルとなり、類似の状況にある他自治体に波及しうると考える。 
 

 
（４）事業実施による波及効果（地域脱炭素の基盤づくり） 
  

波及効果（地域脱炭素の基盤づくり） 

波及効果① 

ノウハウ展開・地域課題の掘り起こしによる市町村伴走支援 

以下のような重点対策加速化事業を通じて得られたノウハウ等を定期的に
開催している市町村脱炭素担当者会議や市町村訪問を通じて共有し、併せ
て、計画の策定から取組の実施に至るまで伴走支援を通じて、市町村の脱炭
素化の取組の底上げを行い、地域における脱炭素化を加速させる。 

・ＰＰＡ方式を活用した災害拠点等県有施設への太陽光発電設備及び蓄電
池の設置により得られた災害レジリエンス向上についてのノウハウ等 

・住民に対する太陽光発電設備等の導入支援により得られた成功事例やノ
ウハウ等 

・住民・事業者に対する太陽光発電設備等の導入支援の対象者に対し、住
民や事業者の抱える脱炭素化についての課題等を問うアンケートを実施
し得られた脱炭素に関する潜在的な地域課題等 

地方公共団体実行計画策定にあたっての課題の一つである地域への再エネ
導入の取組について実効性を高めるために、県が本事業で得られたノウハウ
を用い、市町村を支援し、低調である計画の策定率を高めていく。 
現状、県から市町村に対する一方向の支援になりがちであるが、市町村の

底上げをすることで、将来的には、双方向の連携体制の構築を目指す。 
なお、実施に当たっては、和歌山県地球温暖化防止活動推進センターと連

携し、地域課題解決に取り組む。 

波及効果② 

事業者育成① (ＰＰＡ事業実施機会の創出によるＰＰＡ事業者の育成) 

地域における脱炭素を推進するサポーターとして活躍してもらうため、県
内の市町村等と連携し、重点対策加速化事業を用いた県有施設への太陽光発
電設備等の導入を契機として活用する。 
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県が率先してＰＰＡ方式により太陽光発電設備等を導入することにより、
ＰＰＡ事業の実施機会を創出し、県内ＰＰＡ事業者の発掘・育成を図る。 
更に、県事業を行うＰＰＡ事業者と連携し、県事業のノウハウを展開す

る。ノウハウの展開を受けた市町村がＰＰＡ事業を実施し、ＰＰＡ事業への
参画の機会を創出することにより、ＰＰＡ事業者の発掘・育成を図る。 

波及効果③ 

事業者育成② (住宅向け太陽光発電設備等の設置事業者の育成) 

補助事業の工事施工主体となる工務店などの事業者や建設関連団体などの
業界団体に対し、説明会の受講等を義務付け、説明会において、脱炭素の必
要性等についての理解促進を図る。事業者や業界団体から補助対象者となる
家庭等に対し、脱炭素の必要性や経済性等をＰＲし、脱炭素についての意識
を波及させていく。 

波及効果④ 

事業者育成③  

(金融機関等と連携した中小企業への伴走支援及び脱炭素先行事例の創出) 

県内事業者へ再生可能エネルギー等の導入を促すため、太陽光発電設備、
蓄電池及び高効率機器の導入支援により、これまであまり進んでいない中小
企業の中から、中小企業の先行事例の創出を目指し、連携協定を締結してい
る金融機関等と連携し、中小企業の脱炭素経営(「知る」→「測る」→「減ら
す」)について、セミナー開催、排出量の見える化、計画策定、実施までを一
気通貫で伴走支援を行う。 
先行事例については、ＨＰへの掲載やセミナー等での発表により当該事例

の横展開を行う。併せて、事業の実施に当たっては、セミナーの共同開催
等、地域の金融機関等と連携し、それらが有する情報・知見・ネットワーク
を活かし、中小企業の脱炭素経営に向けた支援を行う。 
 

波及効果⑤ 

住民、中小企業事業者への意識啓発・行動変容 

地震に対する危機意識が高まる中で、防災という喫緊の課題への対応を切
り口として申請者を募り、太陽光発電設備等の導入補助事業の対象となる要
件として、当該補助にかかるアンケートを課す。アンケートから得られた課
題等を県や市町村における事業実施に反映していく。また、補助の実施例(住
民等・施工事業者)をセミナーでの発表や広報誌やポータルサイト等に掲載す
ることによって広くＰＲし、補助対象者以外にも取組の内容や防災面のメリ
ットを踏まえた必要性を広報することにより、脱炭素ドミノを発生させ、脱
炭素意識の向上、行動変容の増進を図る。 

 
（５）推進体制 
 ①地方公共団体内部の執行体制及び推進体制の構築 

【推進体制】 
令和５年８月に本県における脱炭素の推進を図るとともに、部局間の連携を強化するため、「脱

炭素連絡会議」を設置した。これまで本県における脱炭素関連事業は、脱炭素に資する事業であ
る認識が低いまま、各部局において銘々に実施されており、事業実施についても連携がとられて
いなかったが、会議の設置を契機として、各部局に対し意識の変容を促し、強力なリーダシップ
のもと、各部局が連携し、各分野における取組を推進している。 

【現在】 

 重点対策加速化事業の取組を主体となって推進している部署：環境生活部環境政策局環境生活

総務課（人数１２人、うち専従者０人） 

 

【採択後（予定）】 

 体制を強化し、令和６年４月に重点対策加速化事業の取組を主体となる新部署を設置する：環
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境生活部環境政策局脱炭素政策課（人数１２人、うち専従者５人（※班員５名からなる脱炭素推

進班を新たに設置し、重点対策加速化事業を含めた県の脱炭素化推進の中核を担う。）） 

更に、県内振興局(地方機関)７か所に各２名(計１４名)脱炭素担当者を配置し、本庁とのパイ

プ役となり各市町村に出向き、市町村とともに計画策定や取組の実施に向けて支援を実施する。 

また、全庁内における調整役を環境生活部が担い、各部局が連携し分野毎の取組を推進すると

ともに、全庁が一体となって市町村を支援していく。具体的には、県が各市町村を訪問し脱炭素

の取組についての現状や課題のヒアリングを実施し、要望については全庁に共有し、課題につい

ては環境生活総務課(脱炭素政策課)に集約し、関係課と連携し、ソリューションを市町村に提案

していく。現状、県から市町村に対する一方向の支援になりがちであるが、『脱炭素先進県わかや

ま』の実現に向け、市町村の底上げをすることで、将来的には、双方向の連携体制の構築を目指

す。 

重点対策加速化事業の実施において、公共施設の自家消費型太陽光発電設備導入については、

財産管理を総括する総務部や個別の施設を所管する関係各部と連携により事業を実施し、事業者

に向けた太陽光発電設備等の導入支援事業は商工部局の協力により実施するなど全庁が連携して

脱炭素化の推進に取り組む。 

市町村へのノウハウ展開については、災害対策の観点を踏まえ、危機管理部局と連携し、実施

していく。 

なお、今年度策定作業を行う県総合計画においては、全ての分野※において脱炭素政策課が参

加し、脱炭素の観点を踏まえた議論を行ったうえで策定していく。(令和５年１０月方針決定済) 

※①一人ひとりが心豊かに生きる②次代を担う人を育む③新たな活力の創造 

④持続可能な地域づくり⑤安心して健やかに暮らす⑥命と暮らしを守る 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 各課が所管する業務分野は以下のとおり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「脱炭素庁内連絡会議」 
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令和５年９月１日現在 
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②地方公共団体外部との脱炭素に関する産学官金との連携組織・体制の構築 

【連携体制】 
県(環境部局・商工部局)、和歌山市、環境省、経済産業省、中小機構、商工会議所、わかやま

産業振興財団及び一般社団法人省エネプラットフォーム協会（省エネお助け隊）などがネットワ
ークを構築し、連携して、県内の中小企業者等の脱炭素化を促進するため、脱炭素経営に向けた
取り組みを業種や規模によって異なるニーズに合わせてオーダーメイド型で支援を実施 

連携事業者名 上記のとおり 

役割 

・企業の脱炭素化に向けた各段階で、各主体が支援を実施 

【意識啓発】セミナーの開催等 

 和歌山県、和歌山市、省エネセンター 等 

【排出量見える化支援】省エネ診断、排出量算定支援 

 和歌山県、経済産業省、商工会議所 等 

【目標・計画策定支援】計画策定支援、取組提案 等 

 和歌山県、環境省、中小機構、省エネお助け隊 等 

【排出量削減支援】資金調達支援、施策の申請支援 

 和歌山市、省エネお助け隊 等 

【継続支援】取組発信支援 等 

 和歌山県、わかやま産業振興財団 

【相談窓口】 

 和歌山県、中小機構、わかやま産業振興財団 等  

当該事業者の

これまでの取

組 

・各主体における取組と併せて、令和５年１０月１３日に和歌山県カーボ

ンニュートラル支援ネットワーキングを開催し、積極的な情報交換を行う

とともに、脱炭素経営の機運醸成を実施 

(参加者) 順不同 

和歌山県・和歌山市・和歌山商工会議所・わかやま産業振興財団・和歌山

県工業技術センター・紀陽銀行・きのくに信用金庫・東京海上日動火災

保険(株)・和歌山大学・わかやまか環境ネットワーク・(独法)中小企業

基盤整備機構近畿本部・(一社)環境エネルギー事業協会・近畿地方環境

事務所・近畿経済産業局 

当該役割に対する合意形成状況 合意済  ● 調整中  未実施  

合意形成状況に関する補足 ― 
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【連携体制】 
NPO法人わかやま環境ネットワーク(和歌山県地球温暖化防止活動推進センター)と連携し、県

内の中小企業者等の脱炭素化を促進すべく、脱炭素経営に向けた取組を業種や規模によって異な
るニーズに合わせた支援を実施するため、『脱炭素経営相談窓口』を開設し各企業からの相談に対
応する。課題に対しては、県と連携して重点対策加速化事業の活用し解決を目指す。 
 

連携事業者名 NPO法人わかやま環境ネットワーク 

役割 

・県内の中小企業者等の脱炭素化を促進するための相談窓口として、各企

業からの相談を受け、その業種や規模によって異なるニーズに合わせて、

支援機関等の選定についての支援や支援策の紹介などの支援を実施 

当該事業者の

これまでの取

組 

・知事から指定を受け、地球温暖化対策に関する普及啓発の拠点となり、 

県が行う温暖化対策に関する施策への協力、地域の方々や温暖化対策に取

り組む団体の活動の支援、行政・団体・県民のパートナーシップによる地

球温暖化対策の推進を実施 

当該役割に対する合意形成状況 合意済  ● 調整中  未実施  

合意形成状況に関する補足 ― 

 

【連携体制】 
地域金融機関と連携し、グループ企業や提携事業者が有する情報・知見・ネットワークを生か

し地域の脱炭素の実現を目指す。連携の一例として、セミナーにおいて県が企業における脱炭素
化の取組の必要性などの問題提起を行い、金融機関が問題解決に向けたソリューションを提供す
るなどの役割分担をし、セミナーを共同開催することなどを検討している。 

連携事業者名 県内金融機関 

役割 

・脱炭素経営の一貫支援（「知る」⇒「測る」⇒「減ら

す」）の実施 

 

 

 

 

・中小企業が実施するソリューションへのファイナンス支

援までを一貫支援できる体制を構築し、成功事例をモデル

ケースとして発信 (支店のネットワークを有効活用) 

当該事業者のこれまでの取組 

・企業からの脱炭素関係に関する相談業務を実施 

・近年は相談業務だけでなく、伴走支援に移行し、企業の

脱炭素化を推進している。 

当該役割に対する合意形成状況 合意済 ● 調整中   ● 未実施  

合意形成状況に関する補足 
・一部金融機関とは合意済、一部金融機関とは調整中 

・協定締結済の金融機関のほうから具体的取組を協議中 

 
 
 

 

 

 

「知る」（セミナー等に参加した事業者に） 

「測る」（CO2排出量見える化を実施する事業者やサービスを紹介） 

「減らす」減らしていくための計画策定、目標の設定、策定計画を 

実施するための伴走支援 
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３． その他 
 
（１）独自の取組 
 
【継続事業】 
【取組名（事業名）】 市町村における地域脱炭素化に向けたオーダーメイド型支援 

 令和５年度単独事業 令和６年度単独事業 備考 

取
組
概
要 

・県内市町村において、地域における脱炭素の取組が進んでいない状況を改善す
るため、県が市町村の状況に合わせ、以下のオーダーメイド型支援を実施する。 
(１)地方公共団体実行計画の策定支援 

策定率が低調である地方公共団体実行計画の策定を促進するため、県におい
て記載例等を作成した上で、未策定市町村を訪問し、市町村計画の策定に対
する支援を実施 

(２)市町村訪問の実施 
定期的に市町村を訪問し、脱炭素に関する現状や課題等を把握する。市町村
が抱える課題について、共に解決を目指し、得られたソリューションの横展
開を実施 

(３)国支援策等の活用支援 
市町村における脱炭素の取組に関する課題を解決するため、国のアドバイザ
ー派遣制度をはじめとする支援策の活用に向けて支援を実施 

(４)市町村担当職員に向けた研修の実施 
市町村担当職員の脱炭素に対する理解を深め、市町村の取組の実効性を高め
るため、定期的に職員向けの研修を実施                

等 

継続
事業 

予算額    
実績・

予定件

数 

   

 
【取組名（事業名）】 和歌山県脱炭素経営に向けた計画策定支援事業費補助金 
          (脱炭素経営モデル推進事業)   

 令和５年度単独補助事業 令和６年度単独補助事業 備考 

取組概要 

世界規模で進む脱炭素社
会の実現に向けた動きを
成長の機会と捉え、県内
中小企業者等のビジネス
チャンスの拡充や競争力
の向上に繋げていくた
め、県内企業が実施する
CO2排出量の見える化か
ら削減計画策定までに要
する経費の一部を補助す
る。 
補助率：１／２ 
対象者：県内中小企業等 

世界規模で進む脱炭素社
会の実現に向けた動きを
成長の機会と捉え、県内
中小企業者等のビジネス
チャンスの拡充や競争力
の向上に繋げていくた
め、県内企業が実施する
CO2排出量の見える化か
ら削減計画策定までに要
する経費の一部を補助す
る。 
補助率：１／２ 
対象者：県内中小企業等 

継続事業 

予算額 10,000千円 6,000千円 令和６年度当初予算 
実績・予定
件数 

5件 
 

6件  
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【取組名（事業名）】 わかやま防災力パワーアップ補助金  
          (わかやま防災力パワーアップ事業)  

 令和５年度単独補助事業 令和６年度単独補助事業 備考 

取組概要 

本県の重点対策加速化事
業の対象外である市町村
における防災体制・対策
の充実強化を図るため、
市町村が大規模災害の被
害を軽減するため策定す
る地震防災対策に係る計
画（市町村地震防災対策
アクションプログラム）
の減災目標を達成するた
めに行う地域防災対策事
業等に対し補助金を交付
する。 
※避難所への蓄電池設置
も補助対象 
補助率：１／２ 
対象者：市町村等 

本県の重点対策加速化事
業の対象外である市町村
における防災体制・対策
の充実強化を図るため、
市町村が大規模災害の被
害を軽減するため策定す
る地震防災対策に係る計
画（市町村地震防災対策
アクションプログラム）
の減災目標を達成するた
めに行う地域防災対策事
業等に対し補助金を交付
する。 
※避難所への蓄電池設置
も補助対象 
補助率：１／２ 
対象者：市町村等 

継続事業 

予算額 20,000千円 17,000千円 令和６年度当初予算 

実績・予定
件数 

29市町村 
 

29市町村  

 
 
【新規事業】 
 
【取組名（事業名）】 ソーラーカーポート導入ポテンシャル調査(脱炭素化推進事業)  
 

 令和５年度単独事業 令和６年度単独事業 備考 

取組概要 

 
 
 
 

本県における脱炭素の取
組を進め、取組を実施す
ることで得られたノウハ
ウを市町村に共有するこ
とにより県内全域の脱炭
素を推進するため、県有
施設におけるソーラーカ
ーポート導入ポテンシャ
ルついて調査を実施し、
調査に寄って得られたノ
ウハウは、重点対策加速
化事業の実施により得ら
れたノウハウと合わせ
て、市町村に共有する。 

本事業を契機として新設 

予算額  2,000千円 令和６年度当初予算 
実績・予定
件数 

 
 

５か所程度  
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【取組名（事業名）】 サーキュラーエコノミー型ビジネスモデル創出(事業)  

 
 令和５年度単独事業 令和６年度単独事業 備考 

取組概要 

 
 
 
 

サーキュラーエコノミー
の実現に向けた取組の第
一弾として、家庭用廃食
油を回収し、SAF
（Sustainable Aviation 
Fuel：持続可能な航空燃
料）等の脱炭素に資する
燃料等へ利活用する仕組
み構築及び県内事業者の
資源循環型のビジネスモ
デル創出を促すための実
証事業を実施する。 

本事業を契機として新設 

予算額  24,464千円 令和６年度当初予算 
実績・予定
件数 

 
 

  

 
【取組名（事業名）】 わかやま洋上風力検討会運営(事業) 
 

 令和５年度単独事業 令和６年度単独事業 備考 

取組概要 

 
 
 
 

本県における再生可能エ
ネルギーの更なる導入に
向けて、本県海域での洋
上風力発電の導入検討を
行うため、検討会の開
催、先進地調査、専門家
サポートなどを実施 

本事業を契機として新設 

予算額  8,976千円 令和６年度当初予算 
実績・予定
件数 

 
 

  

 
【取組名（事業名）】 道の駅への太陽光発電導入可能性調査(道の駅ＧＸ推進事業)   
 

 令和５年度単独事業 令和６年度単独事業 備考 

取組概要 

 
 
 
 

市町村における脱炭素の
取組を支援するため、県
内の道の駅における太陽
光発電の導入可能性つい
て調査を実施し、その結
果について市町村にフィ
ードバックを行う。 
調査の実施によって得ら
れたノウハウは、重点対
策加速化事業の実施によ
り得られたノウハウと合
わせて、市町村に共有す
る。 

本事業を契機として新設 

予算額  4,930千円 令和６年度当初予算 
実績・予定  10か所程度  
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件数  Ｒ７以降も実施予定 
 
【取組名（事業名）】 森林クレジット創出(県有林経営管理事業) 
 

 令和５年度単独事業 令和６年度単独事業 備考 

取組概要 

 
 
 
 

・民有林の先行モデルと
して、県有林における森
林クレジットの認証に向
けた調査を行う。 
調査の実施によって得

られたノウハウは、民有
林に展開するとともに、
重点対策加速化事業の実
施により得られたノウハ
ウと合わせて、市町村に
共有する。 

本事業を契機として新設 
 
令和７年度に森林クレジ
ット発行予定 

予算額  4,930千円 令和６年度当初予算 
実績・予定
件数 

 
 

  

 
 
・ その他独自の取組 
   上記以外でも下記のような事業を実施する。 
   ①住民・事業者啓発用脱炭素ポータルサイトの構築 
    ・家庭部門、産業部門の脱炭素の取組を進めるため、住民、事業者向けの情報を集約した

ポータルサイトを構築し、理解増進、行動変容を促進する。 
    ・重点対策加速化事業において導入支援を行った住民の導入例や中小企業における先行

モデルを掲載し、横展開を図る。 
 
   ②住民・事業者向け脱炭素出前教室の開催 
    ・住民や事業者における脱炭素についての理解を幅広く深め、行動変容を起こすことを

目指し、小学校等の教育機関や事業所に出向き、脱炭素に関する授業を実施する。 
 
   ③県有施設における電気自動車急速充電器の導入 
    ・県有施設に電気自動車急速充電器を設置し、住民や事業者に向けた啓発を実施する。 
    ・本事業及び道の駅ＧＸ推進事業の実施により得られたノウハウを市町村に展開し、市

町村における急速充電器の導入を支援する。 
     
   ④公用車における電気自動車及び普通充電器の導入 
    ・事業者としての県の取組を推進するため、公用車の導入にあたっては原則電気自動車

とする県の方針に基づき、電気自動車及び普通充電器を導入する。 
    ・導入にあたって、得られたノウハウを市町村に展開し、市町村における電動車等の導

入を支援する。 
 
   ⑤県有施設のＺＥＢ化等方針の策定 
    ・県有施設の新築、改修時等のＺＥＢ化やＬＥＤ化について、庁内脱炭素連絡会議の部

会において、議論し方針の策定に向け検討を実施する。 
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（２）施策間連携 

（３）財政力指数 
財政力指数 
令和４年度 和歌山県財政力指数 0.318 

（４）地域特例 
地域特例 
沖縄県 離島地域 奄美諸島 豪雪地域 山村地域 半島地域 過疎地域 
― ― ― ― ● ● ● 

 対象事業： 対象地域に所在する県有施設における太陽光発電設備や蓄電池の導入 

【活用した/活用を想定している事業（交付金、補助金等）等】 

・タイトル 再生可能エネルギー導入ポテンシャル調査 

・取組内容 市町村における脱炭素の取組を支援するため、小水力発電の導入

ポテンシャルについて調査を実施し、その結果について市町村に

フィードバックを行う。 

調査の実施に寄って得られたノウハウは、重点対策加速化事業の

実施により得られたノウハウと合わせて、市町村に共有する。 

・関係府省庁の事業名 デジタル田園都市国家構想交付金 

・事業概要 デジタル田園都市国家構想の実現による地方の社会課題解決・魅

力向上の取組を加速化・深化する観点から、各地方公共団体の意

欲的な取組を支援するため、交付金を交付 

・所管府省庁名 内閣府 

・活用予定事業費 令和６年で６，９６６千円活用予定 

【取組概要】 

・地方公共団体実行計画における自治体の取組を検討するにあたり、重点対策加速化事業

県有施設への太陽光発電設備や蓄電池の導入や本調査によって得られた再生可能エネルギ

ー導入に係るノウハウ等を活用することで、計画の実効性が高まり、地方公共団体実行計

画の策定が促進される。 

【活用した/活用を想定している事業（交付金、補助金等）等】 

・タイトル 県有施設における電気自動車急速充電器の整備 

・取組内容 事業者としての脱炭素の取組として、県有施設に電気自動車急速

充電器を設置し普及啓発に活用するほか、得られたノウハウにつ

いて、市町村に共有し、市町村において設備の導入を検討する。 

・関係府省庁の事業名 クリーンエネルギー自動車（CEV）の普及促進に向けた充電・充

てんインフラ等導入促進補助金 

・事業概要 電動化社会の実現に向けて、電動車の普及と充電インフラの整備

を、車の両輪として推進。政府として、2030年までに、公共用

急速充電器 3万基を含む 15万基の充電器を整備することを目標

として補助事業を実施 

・所管府省庁名 経済産業省 

・活用予定事業費 令和６年で３，３６０千円活用予定(令和６年応募予定) 

【取組概要】 

・地方公共団体における脱炭素の取組における電気自動車充電器の導入にあたり、重点対

策加速化事業で実施する太陽光発電設備の導入等に係るノウハウ等を活用することで、計

画の実効性が高まり、地方公共団体実行計画の策定が促進される。 
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